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「政策目標評価型事業評価」の導入についての基本方針（案）

新規事業採択時評価

【政策目標評価型事業評価の一般的な流れ】

対応方針の決定

再評価

事後評価

必要性の再検証、事業内容（詳細
チェック）、Ｂ／Ｃ等の評価項目

必要性の再検証、コスト縮減の可
能性、Ｂ／Ｃ等の評価項目

効果等の検証

解決すべき課題の把握・原因分析

Ａ案

代替案の比較、評価

Ｂ案 Ｃ案

政策目標の明確化

意見

政策目標評価型事業評価として、以下の取り組

みを実施する。

①事業の必要性や内容が検証可能となるよう

評価の手法を改善

○事業目的となる解決すべき課題・背景の把握、

原因分析

○政策目標の明確化

○政策目標に応じて評価項目を設定し、代替案

を提示した上で、具体的データやコスト等から比較、

評価

②計画段階の事業評価を導入

○代替案の比較評価を行う計画段階における事

業評価を実施

１．政策目標評価型事業評価の導入

都市計画や環境影響評価の手続

都
道
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県
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市
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委
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会

計画段階評価（新たに導入）

公共事業の実施過程の透明性を一層向上させるため、事業の必要性等が検証可能とな

るよう評価の手法を改善するとともに、計画段階での事業評価を新たに導入

国土交通省所管公共事業における政策目標評価型事業評価の導入についての基本方針（案）
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